
※ もし、更新申請を行わなかった、もしくは申請したものの書類不備があったなどにより更新認定が行われ

ずに有効期限を満了した場合は、認定が失効し、認定支援機関としての業務が出来なくなります。

また、認定失効後は検索システムの各種支援実績は新規の認定に引き継がれません。

具体的な更新申請の方法

【手順①：GビズIDの作成】
（取得済の方は不要）

・デジタル庁の専用ページから可能です。
手続きに必要なものをご確認のうえ、
申請してください。
（https://gbiz-id.go.jp/top/）

・GビズIDを既に取得しているか分からない
場合は、同ページのお問合せ先へご連
絡ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/


【手順②：自機関の認定有効期限日を確認】
・認定支援機関検索システムにてご自身の該当ページで確認できます
（https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea）

https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea


【手順③：申請締切日を把握】
・中小企業庁のHPにて有効期限日毎の申請締切日を確認し、余裕をもって更新申請
できる締切日を把握します。
（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/）

あくまで最終的な締切日

例えば、余裕をもってこの締切日ま
でに更新申請。
ただし、次回の有効期限日は新し
い更新認定日(この例の場合は
2025年4月22日）から5年間と
なりますのでご留意ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/


【手順④：電子申請システムにて更新申請】
・電子申請システムのHPにて、ログインボタンからGビズIDでログインを行い、案内に沿って
更新申請してください。
（https://www.ninteishien.go.jp/）

https://www.ninteishien.go.jp/
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